
定例記者発表次第 

 
 

日時／令和４年４月１５日（金） 
    １０時３０分～ 
会場／矢板市役所 第一委員会室 

 
 
１ 開会 
 
 
２ 記者発表案件 
（１）２０５０年ゼロカーボンシティ宣言について（生活環境課） 
 
（２）ウクライナ避難民への支援について（社会福祉課、建設課、都市整備課） 

 
 
３ 資料提供 
（１）がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付事業の開始について（健康増進課） 
 
（２）やいた応援クーポン券の配布について（商工観光課） 
 
（３）矢板市生涯学習情報誌２０２２年度「まなび」（デジタル版）の発行について   

（生涯学習課） 
 
（４）国体開催記念イベント「栃木ゴールデンブレーブス野球教室」の開催について 
   （国体・スポーツ局） 
 
（５）いちご一会とちぎ国体開催記念イベント 

スーパーキックベースボール大会２０２２～矢板市ニュースポーツ交流会～ 
の開催について（国体・スポーツ局） 
 
 

４ 質疑応答 
 
 
５ その他 
 
 
６ 閉会 
 
 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

記者発表予定 ５月２０日（金）１０時３０分～ 第一委員会室 



様式第 2号 

記者発表資料 

令和４年４月１５日（金）発表・提供 

件  名 2050年ゼロカーボンシティ宣言について 

 令和３年度に矢板市環境基本計画を策定し、矢板市環境基本条例で掲げる基本理

念を実現するための施策の大綱（基本方針）と、施策の柱（個別施策、取組）を定

めました。今後、各施策を推進し、政府が目指す 2050 年までに温室効果ガスの排

出を実質ゼロにするカーボンニュートラルの取組を進めるにあたり、矢板市は

「2050年ゼロカーボンシティ」となることを表明します。 

 

１ 表明の日  令和４年４月１５日（金） 

２ これまでの主な取組 

 平成２１年度 矢板市環境都市宣言 

 平成２５年度 矢板市環境基本条例 制定 

 平成２６年度 矢板市環境基本計画 策定 

 令和３年度  矢板市環境基本計画の見直し 

３ 今後の主な取組 

環境基本計画に基づく次の取組を軸に、脱炭素に向けた取組を推進する。 

（１）省エネルギー対策 

（２）地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定 

（３）再生可能エネルギーの導入拡大 

（４）森林吸収源対策 

４ その他 

 【すでに表明している県内自治体】 

 栃木県、那須塩原市、大田原市、那須烏山市、那須町、那珂川町、鹿沼市、 

宇都宮市、日光市 

 

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担 当 課 ・ 担 当 名 市民生活部 生活環境課 企画・危機対策担当 

担  当  者  名 高瀬 智明 

電  話  番  号 0287-43-6755 内線電話番号 2111 

 



矢板市「2050 年ゼロカーボンシティ」宣言 

～人と自然が調和する 環境にやさしい 持続可能なまち～ 

 

 私たちのまち矢板市は、緑豊かな大地と清流に恵まれ、住む人に

も訪れる人にも、癒しと安らぎを与えてくれるすばらしいまちです。

この豊かな自然は、先人たちが大切に守り、育ててきた大切な資源

であり、私たちに多くの恩恵を与えてくれています。 

 近年、世界中で起こっている極端な気象現象や生態系の変化など

は、地球温暖化による気候変動の影響と考えられており、本市にお

いても産業や市民生活へのリスクと考えられます。 

 そのため、本市は地球温暖化や気候変動などの課題に対し、地域

レベルでできることを真剣に考え、行動し、脱炭素社会を実現する

ため、２０５０年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「ゼ

ロカーボンシティ」を目指し、市民・事業者・行政が一体となって

取り組むことをここに宣言します。 

 

 

令和４年４月１５日 

矢板市長  齋藤 淳一郎 



 

 

  今日の地球温暖化などの地球規模の環境問題をはじめ、大気汚染や水質汚濁と

いった身近な生活環境問題は、私たちのこれまでのライフスタイルや産業経済活

動に起因しています。 

  このため、本計画が目指す環境の将来像を実現していくためには、市民・事業

者・市の各主体が、環境の保全と創造に対する自らの役割を理解し、環境負荷の

少ない暮らしや事業活動を実践していくとともに、環境パートナーシップのもと、

みんなで協力し合い、環境の保全と創造を積極的に進めていくことが大切です。 

 

市 民 ○ 日常生活における環境への負荷を減らすように努めます。 

 ・資源やエネルギーの有効活用 

 ・廃棄物の排出抑制 

 ・生活排水の水質改善など 

○ 一人ひとりが積極的に環境の保全と創造に取り組んでいきます。 

○ 市・地域・市民団体が行う環境保全活動や環境についての学習などに積極

的に参加します。 

 ・環境美化活動・再生資源の回収など 

○ 市が行う環境の保全と創造に関する施策に協力します。 

事業者 ○ 事業活動における環境への負荷を低減させるように努めます。 

 ・公害の防止、自然環境の保全 

 ・資源やエネルギーの有効活用 

○ 廃棄物の削減に努めるとともに、事業活動により生じた廃棄物を適正に処

理します。 

○ 市や地域、市民団体等が行う環境保全活動に積極的に参加します。 

○ 市が行う環境の保全と創造に関する施策に積極的に協力します。 

市（行政） ○ 市域の環境条件に応じた環境の保全と創造に関わる基本的・総合的な施策

を定め、計画的に実施します。 

○ 自らが施策を策定し、実施するにあたっては、市域のみならず、近隣の市町

を含めた広域的な観点に立ち、優良な環境の保全を優先します。 

○ 市の業務活動に際し、率先して環境負荷の低減に努めます。 

 ・資源やエネルギーの有効利用 

 ・廃棄物の減量など 

○ 市民や事業者の自主的な環境保全活動などを支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  矢板市環境基本計画は、矢板市環境基本条例第８条の規定に基づき、地球温暖

化など地球規模の環境問題をはじめ、地域の身近な環境問題や課題に積極的に対

応し、持続可能な地域社会の構築を図っていくため、 

  ① 本市における環境の保全と創造に関する長期的な目標と、 

  ② その目標実現に向けた長期的な取組の方針(施策の大綱)を明らかにし、 

  ③ 市民・事業者・市が、それぞれの責務と役割分担のもとに協働し、 

  ④ 環境施策を総合的・計画的に推進していく 

 ことにより、基本条例が掲げる基本理念を実現していくことを目的としています。 

 

 

 

令和４(2022)年度から令和 13(2031)年度までの 10 年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民・事業者・市の役割 

お問い合わせ：矢板市市民生活部生活環境課 
0287-43-6755 ／ seikatsukankyo@city.yaita.tochigi.jp 

矢板市総合政策部総合政策課 
0287-43-1112 ／ sougouseisaku@city.yaita.tochigi.jp 

 

矢板市環境基本計画 
（概要版） 

計画の目的 

計画の期間 

計画が対象とする環境の範囲 

地域環境 

地球環境 

自然環境 
動植物・生物多様性 

森林・水資源 
里地里山・水辺 

農地など 

循環型社会 
ごみ・廃棄物の発生 
抑制、資源化、再利用 

適正処理など 

地球環境 
地球温暖化・再生可能エネルギーの利活用 
森林や生物多様性の減少・資源の枯渇など 

生活環境 
大気・水質・騒音・ 
悪臭・有害物質など 

 

歴史文化 
・都市環境 

歴史・文化、景観・街並み 
不法投棄・美化、交通など 

 

環境学習・環境教育 
持続可能な地域への

取組 
人材・環境教育 

環境保全活動 
情報の共有など 



                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

人
と
自
然
が
調
和
す
る 
環
境
に
や
さ
し
い 
持
続
可
能
な
ま
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１ 気候変動に対する取組を進め、 

地球環境にやさしいまちを 

めざします 

 

 

２ 生活環境を維持・改善し、 

一人ひとりが住みよい、 

快適な環境のまちをめざします 

 

 

３ 生物多様性を保全し、 

人と自然が共生できるまちを 

めざします 

 

 

４ みんなで環境を守り、 

いきいきと行動するまちを 

めざします 

 

 

５ 持続可能な地域づくりの検討を 

すすめます 

 

 

 

気候変動は、地球環境に広範囲で急速な変

化、気象・気候の極端現象などに影響を及ぼ

しており、本市においても日照時間の増加や

台風による被害などが出ています。  

これまでの温室効果ガスの削減を中心に

幅広い対策（緩和策）とともに、気候変動の

影響による被害の回避・軽減対策（適応策）

を幅広く推進していきます。 

 

きれいな大気や水、土といった生活環境を

支える要素を良好な状態に維持するととも

に、騒音や悪臭、ごみの不法投棄といった景

観や治安への影響を未然に防いでいきます。 

また、３R（リデュース、リユース、リサイ

クル）推進等によりごみの排出量を減らし、

資源循環型の社会を構築していくとともに、

まちの景観や歴史・文化、都市空間を生かし

た暮らしやすいまちの構築をめざしていき

ます。 

 

高原山とその山麓に広がる緑豊かな里地

里山の自然を有し、その多様な自然環境から

様々な恵みを受けています。  

自然環境を守り、育て、活用していくこと

により、森林や里地里山が持つ多面的な機能

が十分に発揮されるよう取り組むとともに、

適切な利活用を図っていきます。 

複雑化、広域化した環境問題に係るさまざ

まな課題を解決していくために、私たち一人

ひとりが環境に対する認識を高め、環境保全

に向けて行動していくとともに、協働の理念

に基づき、持続可能な社会の構築をめざして

いく必要があります。 

そのため、環境に関する情報の共有や環境

保全等を進める人材を育成するとともに、環

境に関する子ども達の視点等も踏まえなが

ら環境教育や環境学習を進めていきます。 

 

 

 

今日の環境問題に対応し、魅力的な地域を

作っていくために、特定の環境分野に関する

課題に対してアプローチするだけでなく、複

数の要素を勘案しながら課題の解決を検討

していくため、「地域循環共生圏」の考え方や

「Society5.0」などに関する情報収集、今後の

施策立案に向けた研究等を行っていきます。 

 

 

温室効果ガス排出量の削減：20 万ｔ→15.3 万ｔ 

営農型太陽光の許可件数（累計）：２件→５件 

間伐面積：601ha→1,190ha 

気候変動適応計画の策定 

環境基準の未達成地点：１地点→０地点 

汚水処理人口普及率：74.2％→95.0% 

不法投棄物回収量：1,411 ㎏→350 ㎏ 

市民一人あたりごみ排出量：854ｇ→800ｇ 

リサイクル率：10.2％→20.0％ 

「歩き・み・ふれる歴史の道」開催：1 回→2 回 

一日あたり公共交通利用者数：56.6 人→80 人 

造林面積：35ha を維持 

農地面積：2,990ha→2,970ha 

水生生物調査実施回数：年間 4 回 8 地点を維持 

安全な水の安定供給：4,700,000 ㎥を維持 

生きもの調査の実施：未実施→年間 4 回 

ミヤコタナゴ生育調査実施回数：年 1 回を維持 

学校環境活動支援ボランティア数：30 人→50 人 

指導者研修会の実施 

小中学校・市民向け環境学習の実施 

 小中学校：２校→全校 市民：未実施→４回 

環境文化都市やいた創造会議と連携したイベン

トの開催数：未実施→年間４回 

ホームページ等を利用した情報発信：５件→６件 

研究部会若しくは検討部会の発足 

目標指標（現状→R13 において） 

研究部会若しくは検討部会の発足 

⑴地球温暖化の防止の推進 

⑵気候変動適応対策の推進 

⑴良好な生活環境の維持・改善に 

関する取組の推進 

⑵環境美化活動に関する取組の 

推進 

⑶循環型社会の構築と 

適正な廃棄物処理の推進 

⑷歴史・文化環境の保全と良好な 

都市環境の創造 

⑴森林や里地里山の保全と再生 

⑵水資源、水辺環境の保全 

⑶生物多様性の保全 

⑴環境保全活動の推進 

⑵環境保全活動の指導者や団体等 

の育成 

⑶環境教育や環境学習の推進、 

自然とのふれあいの機会の創出 

⑷環境文化都市やいた創造会議 

との連携 

⑸環境に関する情報発信の充実 

施策（取組）の柱 

⑴持続可能な地域づくりの推進 

⑵未来技術の導入促進 

○省エネルギー対策 ○地方公共団体実行計画策定 

○再生可能エネルギーの導入 ○森林吸収源対策 

○気候変動適応計画に関する分野別施策の実施 

○県や近隣市町との連携 

○大気環境、水質保全、土壌・地下水汚染の防止 

○放射性物質による環境汚染への対応 

○不法投棄、ポイ捨て防止 

○環境美化、清掃活動推進 

○３R の推進によるごみの発生抑制と資源化、 

○ごみ収集体制充実、広域処理 ○産業廃棄物適正処理 

○歴史・文化環境の保全 

○良好な都市環境の整備 

○森林の適切な維持管理、森林資源の有効活用 

○里地里山の保全 

○良好な水資源の保全 ○生物多様性に配慮した水辺

づくり ○水辺の親水空間の整備・保全 

○地域の生息生物等の調査と情報発信 

○特定外来種対策推進 

○行政区や河川愛護会などとの協力 ○ボランティア

団体との協力 ○事業者、学校、各種団体支援 

○環境教育や環境学習、環境保全活動を行う人材や 

団体の育成 

○自然観察教室、生きもの調査、環境講座の実施 

○学校における環境教育の充実 

○環境に関する人材育成 ○環境に関する体験学習 

○生きもの調査 

○生活環境や自然環境の状況の発信 

○その他環境に関する情報発信 

○地域の特性に応じた持続可能な取組の検討 

○地域脱炭素化に向けた取組の検討 

 

市の主な取組 

○未来技術導入による環境保全の取組の研究・検討 

施策の大綱 

 

施策の大綱（概要） 

 



様式第 2号 

記者発表資料 

                   

令和４年４月１５日（金）発表・提供 

件  名 ウクライナ避難民への支援について 

１ 相談窓口の設置 

  ウクライナからの避難民に対する相談窓口を社会福祉課に設置し必要な支援

を行う。また、ウクライナからの避難民に対して支援したいという市民とのマッ

チングについても行う。なお、避難民への対応にあたっては、国や県から通訳者

の派遣と翻訳機により対応していく。 

２ 市営住宅の提供 

ウクライナからの避難民の住まいを支援するため、市営住宅を提供する。 

⑴ 入居可能住宅  

・石関市営住宅 

・乙畑市営住宅 

⑵ 提供戸数 上記の市営住宅の内 10戸 

⑶ その他 入居期間や使用料等については、国や県の動向を見ながら判断す

る。 

３ 平和のライトアップ 

ウクライナへの侵攻による犠牲者への 

哀悼とウクライナの平和を願って、長峰公 

園のシンボルタワーにウクライナ国旗をイ 

メージした青・黄色のライトアップを行う。 

 ⑴ 期間 ４月 15日（金）から当分の間 

 ⑵ 時間 18:00～21:00まで 

 

※提供資料の有無：無 

担 当 課 ・ 担 当 名 
１ 社会福祉課社会福祉担当、２ 建設課管理住宅担当、 

３ 都市整備課整備担当 

担  当  者  名 １ 橋本 幸江、２ 田代 和子、３ 金瀬 友泰 

電  話  番  号 
１ 43-1116、２ 43-6212 

３ 43-6213 
内線電話番号  

 

 



 
記者発表資料 

                   
  令和４年４月１５日（金）発表・提供 

件  名 がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付事業の開始について 

（説明文） 

令和４年４月よりがん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付事業を開始します 

１ 目的（趣旨） 

がんの治療に伴う外見の変化による心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、

がん患者の治療及び就労の両立並びに療養生活の質の向上を図る。 

2 助成内容 

令和４年４月１日以降に購入した以下のもの 

助成額は、補整具の購入経費（消費税を含む。）の１０分の９ 

⑴ 医療用ウィッグ    上限 30,000 円 

⑵ 乳房補整具（右・左） 上限 20,000 円 

申請は対象者１人につき補整具ごとに１回、購入した日から起算して１年以内。 

3 対象者 

以下の 5 項目すべてに該当する者 

⑴ 申請日時点で矢板市に住所を有する者 

 ⑵ がんと診断され、その治療を行っている者 

 ⑶ がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により就労、社会参加、通院等への支障

又は支障を来すおそれがあるために、補整具の使用を必要としている者 

 ⑷ 市税を滞納していない者 

 ⑸ 過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けていない者 

4 その他 

 

 

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担 当 課 ・ 担 当 名 健康増進課健康増進担当 

担  当  者  名 加藤 里香 

電  話  番  号 0287-43-1118 内線電話番号 3410 

 



 

 

 

がん患者のみなさまの精神的苦痛や経済的負担を少しでも軽くするため、 
令和４年４月より、矢板市がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業を 
開始しました。 
 

●助成内容 

 令和４年４月１日以降に購入した医療用ウィッグまたは乳房補整具の 
購入費（税込）の１０分の９に相当する額を助成します。 

 

 

 

 

 

 

●対象者（※以下の 5 項目すべてに当てはまる方） 

１．申請日の時点で矢板市に住所がある方 

２．がんと診断され、その治療を行っている方 

３．がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等で、補整具が必要となった方 

４．市税の滞納がない方 

５．過去にこの助成金の交付を受けていない方 

 

●申請について 

申請期限：医療用ウィッグまたは乳房補整具を購入した日の翌日から１年以内 

提出書類： 

  🌼🌼助成金交付申請書兼請求書 

  🌼🌼がん治療を証明する書類 

（お薬手帳・診療明細書など） 

  🌼🌼医療用ウィッグ、または乳房補補整具の 

購入年月日と購入金額の明細がわかるもの 

  🌼🌼申請者名義の通帳の写し 

 

🌼🌼付属品・ケア用品は対象外 

上限額 30,000 円 

（補正下着、シリコンパットなど） 

上限額 20,000 円 

お問い合わせ 

申請先 

 

矢板市役所 

健康増進課 
☎0287-43-1118 

詳しくはこちら 
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  令和４年４月 15 日（金）発表・提供 

件  名 やいた応援クーポン券の配布について 

（説明文） 
 コロナ禍で冷え込んだ市内経済の回復に加え、市民の皆さまが市内で買い物をす
るきっかけとなるよう、矢板市と矢板市商工会が協働で「やいた応援クーポン券」
を配布します。令和４年１月１日から１月 31 日で実施した同クーポン券第１弾で
は、利用できる業種の幅を広げたことにより、先に行ったテイクアウトクーポン事
業の利用実績を上回る利用率となり、過去最高の 65.4%となりました。参加店舗
に行ったアンケートでも大変好評であり、一定の効果が見込めることから、第２弾
を実施し、より一層の経済回復の強化を図ってまいります。 
【実施概要】 
１ 支援の方法 
 １会計につき１枚利用できる 200 円割引クーポン（やいた応援クーポン券）が
５枚付いているチラシを発行します。 
２ クーポン券の配布 
 行政区を通して行う令和４年５月１日号の「広報やいた」の配布に合わせて、行
政区加入世帯１世帯あたりチラシ１枚を配布します。行政区未加入の方で、クーポ
ン券をご希望される方へは、市商工観光課及び市民課窓口で配布します。 
３ 参加店舗の周知 
 チラシ中面に掲載するほか、市ホームページ内に特設サイトを設け、周知します。 
４ 利用できる期間 
 令和４年５月１日から５月 31 日まで 

※提供資料の有無：○有（別添のとおり）・無 

担 当 課 ・ 担 当 名 商工観光課商工担当 

担  当  者  名 神田 拓也 

電  話  番  号 0287-43-6211 内線電話番号 4210 

 



取扱店業種 枚数 割合 やいた応援クーポン券第一弾（400円×５枚）Ｒ4.1

1 食料品等 15,472 47.54 総枚数 利用枚数 利用率

2 飲食店等 7,171 22.03 49,745 32,544 65.4%

3 薬・化粧品等 5,808 17.85 ※１品につき１枚利用可。テイクアウトのみ。

4 書籍・文具等 1,315 4.04

5 上記以外 2,778 8.53 テイクアウトクーポン第一弾（200円×５枚）Ｒ2.5
総枚数 利用枚数 利用率
47,445 13,357 28.2%

※１品につき１枚利用可。テイクアウトのみ。

テイクアウトクーポン第二弾（200円×５枚）Ｒ2.6
総枚数 利用枚数 利用率
47,445 17,140 36.1%

※１品につき１枚利用可。テイクアウトのみ。

テイクアウトクーポン第三弾（200円×10枚）Ｒ2.7
総枚数 利用枚数 利用率
94,890 32,443 34.2%

※１品につき１枚利用可。店内飲食も可。

テイクアウトクーポン第四弾（200円×10枚）Ｒ3.1
総枚数 利用枚数 利用率
99,510 40,341 40.5%

※１品につき１枚利用可。店内飲食も可。

テイクアウトクーポン第五弾（200円×10枚）Ｒ3.5
総枚数 利用枚数 利用率
99,910 29,939 30.0%

※１品500円以上で１枚利用可。テイクアウトのみ。

やいた応援クーポン第一弾
利用実績（業種別）

利用率の比較

やいた応援クーポン券 第一弾

食料品等 飲食店等 薬・化粧品等 書籍・文具等 上記以外



テイクアウトクーポン券発行事業に関するアンケートの結果

　本事業に参加した事業者を対象にアンケート調査を実施（実施主体：矢板市商工会）し
た結果、本事業が役に立ったかという問いに対し、「非常に役に立った」、「役に立っ
た」という回答が大部分を占めた。継続を希望するかの問いについても、今後の継続を求
める声が多く上がっていた。
【設問１】テイクアウトクーポン券発行事業は役に立ちましたか。
１　非常に役に立った・・・30（60%）
２　役に立った　　　・・・14（28%）
３　どちらとも言えない・・６（12%）
４　あまり役に立たなかった
５　役に立たなかった
【設問２】第４弾（令和２年12月１日~令和３年１月15日）の実施時期はどうでしたか。
１　とても良かった・・・・30（60%）
２　良かった　　　・・・・13（26%）
３　どちらとも言えない・・７（14%）
４　あまり良くなかった
５　良くなかった
【設問３】今後も継続して欲しいですか。
１　はい・・・・・・46（92%）
２　いいえ
３　わからない・・・４（８%）

　自由意見としては、「コロナ禍が収束するまで本事業を継続してもらいたい」や「利用
客が増加しているため、継続してほしい」、「行政の支援がなければ、（店が）潰れてし
まう」、「新規顧客の獲得にも繋がった」、「他の商品券に比べ、換金が早かったため助
かった」などの意見があった一方、「１枚300円にあげてもらいたい」や「通年で事業を継
続してもらいたい」など、より強化した支援を求める意見も上がっていた。



記者発表資料 

                   
  令和４年４月１５日（金）提供 

件  名 
矢板市生涯学習情報誌 
２０２２年度「まなび」（デジタル版）の発行について 

(説明文) 
 アフターコロナの時代を見据え、「地方創生」にはデジタルの活用が必須である
今、矢板市民の生涯学習活動の充実を図り、地域で活躍する人材の育成や発掘を行
うため、さまざまな研修会や講座、スポーツ教室やサークル活動、出前講座などの
生涯学習情報に必要な情報を、必要な人へ、いつでもどこでも提供するため、 
２０２２年度「まなび」のデジタル版を作成しました。 
 
１ 内容 
 市民が「やりたいこと」や「知りたいこと」で検索できるよう、「もくじ」から
目的の情報が見つけられるよう、構成しました。 
 デジタル化したことにより、スマートフォンやパソコンで、いつでも情報を手に
入れることができます。 
 
２ アップロード 
  令和４年 3 月 3１日（木） 
 
３ 配布方法 
  ・市ホームページやＳＮＳで情報発信。 

・「矢板市生涯学習情報『まなび』の使い方」を、広報やいた（４月号） 
と一緒に全戸配布。 

 
※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担 当 課 ・ 担 当 名 生涯学習課まなび担当 

担  当  者  名 海瀬 裕之 

電  話  番  号 0287-43-6218 内線電話番号 5200 
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令和４年 4 月 1５日（金）発表・提供 

件  名 
国体開催記念イベント「栃木ゴールデンブレーブス野球教室」の開

催について 

（説明文） 

 第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体において、正式競技として矢板市で

実施する軟式野球に関してイベントを下記のとおり開催するため報告します。 

１ 目 的（趣旨） 

 軟式野球の会場である矢板運動公園野球場で開催することで、国体への機運醸成

と市内競技者の競技力向上を図る。 

２ 日 時   令和４年４月１７日（日） 

栃木ゴールデンブレーブス 対 読売ジャイアンツ試合終了後 

試合開始 12：00～ 

３ 場 所   矢板運動公園野球場 

４ 対象者   市野球連盟加盟チームに所属する小学生。50 名先着 

５ 参加費   無料 

６ 主 催   いちご一会とちぎ国体矢板市実行委員会 

７ 委託事業者 （株）栃木県民球団 

8  協 力   矢板市野球連盟 

9  申込方法等 各所属チームで取りまとめのうえ、市野球連盟に申し込む 

 ※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担 当 課 ・ 担 当 名 国体・スポーツ局 

担  当  者  名 星 知華 

電  話  番  号 0287-43-6218 内線電話番号 5200 

 



記者発表資料  

 
  令和４年４月１５日（金）発表・提供 

件  名 

いちご一会とちぎ国体開催記念イベント 

スーパーキックベースボール大会２０２２ ～矢板市ニュースポー

ツ交流会～の開催について 

（説明文） 

 毎年恒例のスーパーキックベースボール大会を今年も開催します。今年は第 77

回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」の開催年ですので、記念となる賞品もご

用意いたします。奮ってご参加ください。 

 

１ 期 日 令和４年５月１５日（日） 

２ 場 所 リアンビレッジ矢板（とちぎフットボールセンター） 

住所 矢板市末広町 49-2 

３ 主 催 矢板市教育委員会 

４ 開催の趣旨 スポーツ・レクリエーションを通して、地域間の親睦及び世代間

の交流を深めるため実施する。 

５ 内 容 ⑴ スーパーキックベース 

         監督１名、選手６名以上１２名以内（ただし、小学生３名以上

参加。）でチーム編成し、チーム対抗でキックベースを行う。 

        ⑵ チャレンジコーナー 

         ニュースポーツの体験コーナーを設ける。 

        ⑶ いちご一会とちぎ国体ＰＲブース 

         いちご一会とちぎ国体のＰＲブースを出店し、広く周知する。 

６ 参 加 資 格 小学生以上の矢板市民とし、居住している地域より出場する。 

７ 参 加 料 ⑴ １チーム２，０００円 ⑵及び⑶ 無料 

８ 参 加 申 込 令和４年４月２８日（木）までに、出場選手名簿（ホームページ

よりダウンロード可）を国体・スポーツ局へ提出。 

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担当課・グループ 国体・スポーツ局 

担  当  者  名 大谷津 崇人 

電  話  番  号 0287-43-6218 内線電話番号 5200 

 


	定例記者発表次第
	1-1生活環境課：2050年ゼロカーボンシティ宣言について
	1-2生活環境課：2050年ゼロカーボンシティ宣言について
	1-3生活環境課：2050年ゼロカーボンシティ宣言について
	2-2社会福祉課、建設課、都市整備課：ウクライナ避難民への支援について
	3-1健康増進課：がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付事業の開始について
	3-2健康増進課：がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付事業の開始について
	4-1商工観光課：やいた応援クーポン券の配布について
	4-2商工観光課：やいた応援クーポン券の配布について
	Sheet1 (2)
	Sheet2

	5-1生涯学習課：矢板市生涯学習情報誌２０２２年度「まなび」（デジタル版）の発行について
	5-2生涯学習課：矢板市生涯学習情報誌２０２２年度「まなび」（デジタル版）の発行について
	6-1国体・スポーツ局：国体開催記念イベント「栃木ゴールデンブレーブス野球教室」の開催について
	7-1国体・スポーツ局：いちご一会とちぎ国体開催記念イベントスーパーキックベースボール大会２０２２　～矢板市ニュースポーツ交流会～の開催について

